
　ホームページ「建退共」に、制度説
明用動画、Ｑ＆Ａなど建退共制度の
知りたい情報が記載されています。
ぜひ、アクセスしてご覧下さい !!
詳しいことは最寄りの建退共支部
へお問い合わせ下さい。
問合せ先：
独立行政法人勤労者退職員共済機構
建設業退職金共済事業本部　事業
推進課
☎03-6731-2867

防衛省採用試験案内 
（自衛官募集）
自衛隊藤枝地域事務所

＜陸上自衛隊高等工科学校＞
自衛隊の技術部門における陸曹を
養成するコース
応募資格：男子で中卒（見込含む）
17歳未満の者（令和２年４月１日
現在）
受付期間：〔推薦〕11月１日（金）～
11月29日（金）

〔一般〕11月１日（金）～令和２年1
月6日（月）
第1次試験：〔推薦〕令和２年1月5
日（日）～6日（月）までの間の指定
する１日

〔一般〕令和２年１月18日（土）

＜自衛官候補生＞
受付期間：年間をとおして受付し
ています。
問い合わせ：自衛隊藤枝地域事務所
☎054（643）6391

「休日相談所開設及び講演会開催」 
のお知らせ

静岡地方法務局総務課
①法務局職員、司法書士、土地家屋
調査士、公証人及び人権擁護委員
が相談に応じます。
②司法書士及び法務局職員が相続
登記に関する講演会を開催しま
す。
日時：１０月６日（日）、①相談は午
前１０時から午後４時まで（受付
は午後３時まで）、②講演会は午前
１０時１５分から正午まで
※相談は予約優先（当日受付可）、
講演会は先着順・予約不要、いずれ
も無料
場所：①②ともに静岡地方法務局

（葵区追手町）
相談内容：土地や空き家などの相
続登記、法定相続情報証明制度、公
正証書遺言、会社の登記、戸籍・国
籍、地代家賃等の供託、いじめなど
の人権に関すること

予約・問合せ：
静岡地方法務局総務課
☎０５４（２５４）３５５５（代）
音声案内「５」番

交通事故の補償問題で 
お困りの方へ

交通事故紛争処理センター
　自動車事故の被害にあわれ、示
談をめぐる損害賠償の問題でお困
りの方へ、センターの弁護士が、中
立・公正な立場で、当事者間の紛争
解決のお手伝いをします。
　被害者ご本人が損害賠償問題の
法律知識がなかったり、交渉に不
慣れであっても安心です。
　法律の専門家を活用することに
より、早期に紛争解決を図ること
ができます。
　センターでの弁護士費用は、解
決するまで一切かかりません。( 無
料です )
　まずは、電話で予約をお願いい
たします。
問い合わせ：公益財団法人交通事
故紛争処理センター
静岡相談室
☎054（255）5528
静岡市葵区黒金町11-7
大樹生命静岡駅前ビル４階

駿遠学園正規職員募集
駿遠学園

採用日：令和２年４月１日から
募集職種：指導員（児童処遇）
募集人数：３人
基本給：大　卒187,200円
　　　 短大卒170,100円
募集期間：６月３日（月）～10月25日（金）
試験日：11月９日（土）9:00～
会場：駿遠学園
受験資格：①及び②の条件を満たす人
①45歳未満で大学又は短期大学を 
　卒業した人
②普通自動車運転免許証を所有し
　ている人
業務内容：障害のある子どもへの暮
らし方・働き方支援
勤務条件等：島田市職員に準ずる
問い合わせ：特別地方公共団体　
駿遠学園（福祉型障害児入所施設）
〒428-0002　島田市福用112
☎0547（46）4376
E-mail g-sunen@beach.ocn.
ne.jp

平成31・令和元年度 
第2回不動産無料相談会実施
静岡県不動産鑑定士協会

　地価公示、地価調査をはじめ、不
動産の鑑定評価制度について県民
の皆様に広く知っていただくた
め、県下４会場で不動産鑑定士に
よる無料相談会を実施します。
開催日時：令和元年10月4日（金）
　　　　  午前10時～午後4時
開催会場：

〔東部地区〕プラザ ヴェルデ ４階
401会議室（沼津市大手町1-1-4）

〔中部地区〕静岡市役所静岡庁舎　
会議室（静岡市葵区追手町5番1号）
　　　　　　　同　　清水庁舎
会議室（静岡市清水区旭町6番8号）

〔西部地区〕浜松商工会議所

１階101会議室（浜松市中区東伊
場2-7-1）
相談内容：鑑定評価、価格、賃料、売
買、交換、借地、借家、相続、贈与、そ
の他不動産に関すること
申込方法：当日会場で受付（受付締
切時刻　午後3時30分）
主催：公益社団法人静岡県不動産
鑑定士協会
共催：公益社団法人日本不動産鑑
定士協会連合会
後援（依頼先）：国土交通省、静岡
県、静岡市、浜松市、沼津市
連絡先：公益社団法人 静岡県不動
産鑑定士協会
静岡市葵区伝馬町18番地の11
☎054（253）6715
FAX054（253）6716

林業退職金共済制度（林退共）の 
退職金請求について
勤労者退職金共済機構

　林退共は昭和57年に発足した
林業界で働く方のための退職金制
度です。
　以前、林業の仕事に従事されたこ
とがあり、その当時、林退共制度に
加入していた方で、退職金請求手続
きをしたお心当たりのない方は、退
職金をまだ受け取っていない可能性
があります。最寄りの支部または本
部へお問い合わせください。
問い合わせ：
独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
〒170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1
ニッセイ池袋ビル
☎03（6731）2889
ＦＡＸ03（6731）2890
詳しくはホームページでもご案内し
ております。
http://www.rintaikyo.taishok
ukin.go.jp/

　〜知っていますか？　 
　　　　　　　建退共制度〜

勤労者退職員共済機構
　建退共制度は、中小企業退職金
共済法に基づき建設現場労働者の
福祉の増進と建設業を営む中小企
業の振興を目的として設立された
退職金制度です。
　事業主の方々が、労働者の働い
た日数に応じて掛金となる共済証
書を共済手帳に貼り、その労働者
が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金を支払うと
いう、いわば業界全体での退職金
制度です。
加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場
で働く人
掛金：日額310円
特長：
・国の制度なので安心、確実、申込
手続きは簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象
となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は事業主負担となりますが、
法人は損金、個人では必要経費と
して扱われ、税法上全額非課税と
なります。
・事業主が変わっても退職金は企
業間を通算して計算されます。
〜県退共制度の特例措置のお知らせ〜
　建退共では、地震などにより災
害救助法適用された皆様に対し、
各種手続の特例措置を実施してお
ります。
〈建退共から事業主の皆様へのお
願い〉
・共済証書は、労働者の就労日数に
応じて適正に貼付して下さい。
・「建設業退職金共済手帳」を所持
している労働者が、建設業界を引
退するときは、忘れずに退職員を
請求するように指導して下さい。

川 根 本 町 の 人 口 令和元年８月１日現在

世帯数 2,895世帯（ －7 ） 出生 1 人
総人口 6,731 人 （ －30 ） 死亡 18 人
男　性 3,289 人 （ －11 ） 転入 14 人
女　性 3,442 人 （ －19 ） 転出 27 人

※（　）内は前月比、右欄は前月中の異動　※外国人の数を含む

今 月 の 納 期
国民健康保険税� 第３期分
後期高齢者医療保険料� 第２期分
水道使用料� 9月分
納期限は９月30日です。口座振替も同日に引
き落とされます。残高の確認をお願いします。

税務住民課�☎（56）2223

迅速　丁寧に
お茶の仕上げ加工袋詰めいたします

川 根 本 町 上 岸 110 ☎ 0547-59-2155

株式
会社

川根本町上長尾861-35　☎・�FAX0547-56-1177
http://www.citydo.com/sp/0547-56-1177

墓石・燈籠・各種石材加工

藤田石材店

■本庁代表�☎（56）1111　■総合支所代表�☎（59）3111

ここにも、一つの物語。
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